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施策展開にあたっての新たな「３つの仕組み」 
 

 

 

 

１．府民との新たなパートナーシップの構築 

交通に関する課題やその解決に有効な取り組みなどの情報を積極的に提供するととも

に、モニター制度の活用や社会実験への参画などを通じて、その効果を実感してもらう

ことにより、府民や事業者との連携を深めていきます。 

 

 

 

 

 

【施策例】 

    ●府民や企業との連携の推進 

      アドプト･ロード･プログラムの拡充 

      府民による継続的な美化活動を推進するとともに、地域の工夫による様々な活動を支援し、アドプト･ロード･プロ

グラムの拡充を図ります。 

 

 

園芸指導 

 

花植え 

 

完成 
地
域
活
動
を
支
援
し
な
が
ら
、
府

民
に
よ
る
美
化
活
動
な
ど
の
継
続

を
図
り
ま
す
。

地域住民やＮＰＯとの協力による花植え府職員による地域住民への園芸指導

富田林市（近鉄喜志駅前） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ロードウォッチャー制度の拡充 

     路線バス会社等道路を利用する機会の多い方々（府民又は団体）と連携し、道路の危険箇所等の情報を速やか 

に把握し、未然に事故や災害を防ぎ安全で快適な道路交通の確保を図ります。 
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     府民協働による道づくりの推進 

     ワークショップなどの場を通じた府民との話し合いにより、歩道舗装や街路樹の種類などを選定し、地域に愛される

道づくりを推進します。 
地域性の高い道路等 

ワークショップによる高欄等のデザイン （高槻市 芥川大橋）

 

 

 

アンケート・討議 

ワークショップ会議 

（府民、地元市、大阪府、関係機関等） 

 

 

 

 

 

工事着工 

計画に反映 
 

 

 
現地検討会 

 

地域に愛される道路の完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業との連携 

    企業と連携して、社員の公共交通の利用や自転車の活用等を促進する事業所交通マネジメントプログラム※を推進する

とともに、荷主や物流事業者などとのパートナーシップによる物流交通マネジメントを推進します。 

 

※事業所交通マネジメントプラグラムの概要 

 

 

自宅  

企業・事業所 

 

企業・事業所   

 

  

 
企業内 

社員各自の交通行動

改善を促進 

企業でTDM施策を検討し、企業独自で実施

Step.5 事後評価と行動計画策定 

Step.4 評価 

Step.3 交通行動調査 

Step.1 現況交通行動調査  

 

Step.2 自動車利用変更プランの作成  
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ＴＤＭ・環境総合学習プログラムの推進 

     学校や地域（家庭）と連携し、学校教育の場において交通・環境問題についての学習プログラムを実施します。 

     ＜取組み例＞ 

ステップ１（課題発見）・・・校区内の空気チェック、校区内道路交通量調査、自動車の排気ガスチェックなど 

交通・環境問題の現状を学習     

 

ステップ２（実践活動）・・・ＣＯ２削減計画・実施（車の使い方の工夫、省エネなど）、ＣＯ２削減量の評価など 

自分達にできる解決策を1週間実施  

 

 

校区内の空気の汚れ調査

 

交通量調査

 

出前講座（大阪大学） 

大学や企業との連携 地域社会との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車の利用を工夫しよう！

・近くは自転車で行く 

 ・用事はまとめて済ます 

 ・相乗りで行く 

            、、、、とか。 

 

子ども達の自主性を尊重し、

子ども達自ら考えた対策を

自分達で実践する。 

ＣＯ２削減効果を評価  

 

 

 

 

 

２．様々な施策の組み合わせ 

 

 

 

 

【概念図】 

         
 

 

 

多様な施策の 

組み合わせ 

大阪府 

連携 
地域独自
の税財源

 との協働 
府民、事業者

地域の課題への対応 

地域の魅力向上 

など 

 

真
の
地
域
主
権
の
実
現

市町村

交通 

観光 

施策連携 

産業 

福祉 

文化 教育 

地域の実情に即した効率的、効果的な対応を図るため、多様な施策の組み合わせ

（パッケージ化）を進めるとともに、地域独自の税財源の確保を図るなど、真の地域主

権の実現に努めます。 
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【組み合わせ例】 

 

 

快適な歩行空間の形成 

無電柱化＋バリアフリー＋アドプト

（府＋市＋事業者＋府民）

 

河川事業との連携による快適な駅前環境の創出 

多様な主体、事業間の連携 

護岸整備＋駅前広場整備＋まちづくり

（府＋市＋NPO＋府民）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    多様な分野にわたる施策のパッケージ化 

    観光・産業・教育・文化・福祉などの観点から施策をパッケージ化し、効果的な施策展開を行います。 

 

 【組み合わせ例】 

 

水間寺等へのサイクリング観光 

 
        交通施策   ＋   観光施策 

例１）水間鉄道「サイクルトレイン」

水間駅への自転車持込み 

     

     

 

自転車を車内に持ち込み可能にすること

により、観光地近辺での自転車ネットワ

ークを形成し、サイクリング等による観

光の振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面大滝・勝尾寺への観光 

 

        交通施策   ＋   観光施策 

例２）箕面「シャトルバス」 

箕面駅からのシャトルバス運行 

 

 

 

シャトルバスを運行することにより、公

共交通による観光を促進し、近辺での交

通渋滞を緩和するとともに、観光の振興

を図ります。 
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３．施策の評価 

施策目標として府民にわかりやすい「成果指標」を設定し、一定期間毎に施策を評価すると

ともに、必要に応じて再構築を図り、実効性を高めていきます。 

 

 

 

 

【概念図】 

ＤＯ 

成果を意識した実施 

ＰＬＡＮ 

わかりやすい成果指標の設定 
府 民 

施策の再構築 

ＳＥＥ 

成果指標に基づく評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価・見直しの取り組み例】 

 建設事業評価システム 

（目的）建設事業の効率性やその実施過程の透明性の一層の向上 

 

（類型）事前評価：事業着手前の新規事業を評価 

    再評価：事業採択後一定期間を経過した後も未着工あるいは継続中の事業を評価 

事後評価：事業完了後一定期間を経過した事業を評価 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施フロー図

建建設設事事業業評評価価委委員員会会  
（（外外部部のの学学識識経経験験者者等等でで構構成成））  
○○府府民民にによよるる意意見見陳陳述述 

 

評価調書作成

意意見見具具申申  
○○府府民民にによよるる  

意意見見陳陳述述

対象事業の選定 
 事前評価 
  ・総事業費10億円以上（10億円未満の事業については内部評価） 
 再評価 
  ・事業採択後5年未着工・事業採択後10年継続・その他 
事後評価 
・事業完了後概ね5年程度経過した事業のうち総事業費10 億円以上の中から
代表的事業を抽出 

対応方針の決定 
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 都市計画道路の見直し 
 

都市計画決定後長期間にわたり事業未着手の都市計画道路の必要性を点検・検証し、存続または廃止を行う。 

 

 

 

都

市

計

画

道

路

の

見

直

し

都市空間機能・環境機能を備えて
いるか 

都市の活性化 
ネットワーク性や 
アクセス性がよいか 

道路密度が適切か 

道路配置バランスが適切か 

街づくりへ寄与するか 

都市防災機能を備えているか 

これからの

都市計画道

路のあり方 

「ゆとり」や「安心」 

を与えてくれる空間 

○都市計画道路の整備状況（平成12年度末現在、大阪市を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象路線の評価の視点 

 
評価の視点 

未着手路線（９３２ｋｍ）の内、 

３０年以上経過しているものの割合 

都市計画道路全体（２，４２５ｋｍ）の内 

未着手の都市計画道路の割合 

１５％（142km）

未着手の内訳 

整備済＋整備中  

６２％（1,493km） 

未着手  

３８％(932km）

30年以上経過 

８５％（790km）
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